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１. はじめに 

 2014年 6月 19日に、コンピュータ関連発明が米国特許法第 101条を充足する特許可能な発

明主題である（特許適格性を有している）か否かに関し、連邦最高裁判所が見解を示しました

（Alice Corp. v. CLS Bank International (2014)）。 

 

具体的には、連邦最高裁判所は、全会一致で、方法に係るクレーム発明と、汎用コンピュータ

を指示する符号を用いて上記方法を実施するシステムに係るクレーム発明とが、米国特許法第

101 条に規定の特許可能な発明主題ではない（当事者間における債務の決済は、その分野では

周知の事項である。）とし、CAFC大法廷判決を支持する旨の判決を下しました。 

 

 連邦最高裁判所は、次のように判示しました。 

① 米国特許法第 101条を適用する場合、(i) 人知の基礎的要素（building blocks）と、(ii) そのよう

な基礎的要素をそれを超えたものにまとめて特許可能な発明主題を有するようにした発明とを区別

しなければならない。 

② 係争クレーム発明が、特許法に規定の特許可能な発明主題の例外（自然現象、自然法則、又は抽象

的概念）に該当するか否かを判断し、例外の一つに該当すると判断される場合、”additional feature”

が特許可能な発明主題を規定するようにクレーム発明を変化させているか否かを判断する。 

③ 一つの構成要件または複数の構成要件の組み合わせが、特許可能ではない発明主題の概念自体に係

る特許を著しく超えるものであると確信するのに十分なものであるか否かを判断する。 

④ クレームされた抽象的概念を特許可能な自然法則の応用へ変形させるに十分な発明概念を当該クレ

ーム発明が含んでいるか否かを判断する。 

⑤ 数式自体は抽象的概念であり、コンピュータによる実施は公知である。これに対し、公知の数式が

用いられていても、それまでの業界のプラクティスにおける技術的課題を解決するように意図され

た方法において上記の数式が用いられている場合は、特許可能な発明と判断できる。 

⑥ クレーム発明がコンピュータ自体の機能を改良することを目的としているか否かを判断する。他の

技術分野における改良をもたらすものであるか否かを判断する。 

 

 上記のように、Alice事件によってソフトウェア関連発明の権利化のハードルは著しく高くな
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りました。これを受けて、連邦地方裁判所が特許性についてどのように判断しているかについて

以下に説明します。 
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